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府中市建設工事検査規程  

 

平成１３年１２月１日訓令第４号  

 平成２４年  ４月１日一 部 改 正 

平成２７年  ５月７日一 部 改 正 

 

（趣旨）  

第１条  府中市（以下「市」という。）が発注する建設工事の検査につい

ては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 

（検査の種類）  

第２条  工事の検査の種類は、次のとおりとする。  

⑴ 材料検査  工事に必要な材料の品質、寸法及び数量について行う検査  

⑵ 出来形検査 部分払いをする場合、工事の出来形を確認するための検

査 

⑶ 一部完成検査  工事目的物の一部が完成し、当該部分の完成を確認す

るための検査  

⑷ 中間検査  工事の進捗状況に応じ、検査員が指定する工程において随

時行う検査  

⑸ 完成検査  工事の完成を確認するための検査  

（検査員）  

第３条  前条の検査（材料検査を除く。）を行う検査員は、別に定めるも

のとする。  

２ 対象となる工事の監督員は、材料検査を除き、当該工事の検査員とな

ることができない。  

３ 材料検査は、工事を担当する課の課長が行うことができるものとする。

この場合において、工事を担当する課の課長は、必要があると認めると

きは、当該工事を担当する係長又は職員（以下「監督員」という。）に

検査を命ずることができる。  

（検査の委託）  

第４条  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１５

第４項の規定により検査を工事を担当する課の職員以外の者に委託す

る必要があるときは、市長の承認を得て検査員を委任するものとする。 

（検査の立会い等）  

第５条  工事の検査は、府中市建設工事執行規則（平成１１年府中市規則

第１２号）第４６条第２項の規定により、当該工事の受注者の立会いを

求めるとともに、別に定める検査立会人及び当該工事の監督員を立ち会
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わせるものとする。  

（検査の方法）  

第６条  第２条に定める検査は、すべての契約書及び設計図書（図面、仕

様書、現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書）と照合して行わ

なければならない。  

（検査結果が契約内容に適合しない場合の措置）  

第７条  検査員は、当該工事が契約内容に適合しないものと認めたときは、

別に定める修補指示書により当該工事の受注者に対して手直しを求め

るものとする。  

２ 検査員は、修補指示書により手直しを求めた当該工事について、指示

した期日までに、別に定める手直完了届によりその結果の報告を求める

ものとする。  

３ 検査員は、手直完了届を受理したときは、再度検査を行うものとする。 

（検査の報告）  

第８条  検査員は、第２条に定める検査を行ったときは、別に定める検査

調書を作成するものとする。  

２ 検査員は、検査調書を作成したときは、検査の状況が把握できる写真

を貼付するものとする。  

（検査の技術的基準）  

第９条  検査員が検査を行うに当たっての技術的基準は、市長が別に定め

るものとする。  

 


